
国民
年金 生生活活パパタターーンンがが変変わわっったたらら届届出出をを��

年金は届出主義ですので、決められた届出をキチンと行いましょう。
その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合があります。
あなたの年金を受け取る権利を守るためにも届出は確実に行いましょう。

こんなときは、必ず届出を！届出の際は、届出先をご確認ください。

ご
存
じ
で
す
か
？
社
会
保
険
庁
が

発
信
し
て
い
る
様
々
な
サ
ー
ビ
ス

社
会
保
険
庁
は
、「
年
金
の
加
入
記
録
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
？
」「
い
つ
か
ら

ど
の
く
ら
い
の
年
金
を
受
け
ら
れ
る
の
？
」
と
い
っ
た
疑
問
や
不
安
に
答
え
る
た

め
、
各
種
の
年
金
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
成
２０
年
秋
の
新
組
織
発
足
に
先
立
ち
、
こ
れ
か
ら
も
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
が
順

次
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

●
年
金
見
込
額
の
試
算
・
加
入
記
録
の
照
会

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
加
入
記
録
の
照
会
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
加
入
記
録
を
簡
便
に
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
に
。

詳
し
く
は
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://w
w
w
.sia.go.jp/

携

帯
電
話
か
ら
はhttp

://w
w
w
.sia.go.jp/k/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
「
年
金
加
入
記
録
の
お
知
ら
せ
」
の
郵
送

（
５８
歳
に
到
達
し
た
月
の
翌
々
月
に
送
付
し
ま
す
。）

国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
（
船
員
保
険
を
含
む
）
の
被
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
人
が
対
象
で
す
。

●
裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付

年
金
を
受
け
る
権
利
が
発
生
す
る
人
へ
の
「
裁
定
請
求
書
」（
年
金
請
求
手
続

き
の
た
め
の
届
け
出
用
紙
）
の
郵
送

※
６０
歳
、
又
は
６５
歳
で
年
金
を
受
け
る
権
利
が
発
生
す
る
人
（
社
会
保
険
庁
が

管
理
す
る
加
入
記
録
だ
け
で
は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
確
認
で
き
な
い

人
は
除
く
）
が
対
象
で
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

国
保
年
金
係

�
�
９
１
３
４

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

年
金
請
求
な
ど

�
０
５
７
０（
０５
）１
１
６
５

年
金
を
受
け
て
い
る
人

�
０
５
７
０（
０７
）１
１
６
５

届出先

第１号被保険者→保険課国保年金係
第３号被保険者→配偶者の勤務先

保険課国保年金係

配偶者の勤務先

保険課国保年金係

第１号被保険者→保険課国保年金係
第３号被保険者→宇都宮西社会保険事務所

宇都宮西社会保険事務所

保険課国保年金係

保険課国保年金係

保険課国保年金係

→

→

→

→

→

→

→

→

→

どうする

国民年金に入る・やめる

厚生年金・共済組合加入者以外は
国民年金に加入手続きをする
国民年金に加入手続きをする
（被扶養配偶者も同様）
第３号被保険者への種別変更の
手続きをする
第３号被保険者から第１号被保険
者への種別変更の手続きをする

再交付の手続きをする

保険料を納める

納付書の再発行を申請する

保険料免除の申請をする

若年者納付猶予の申請をする

学生納付特例の申請をする

→

→

→

→

→

→

→

→

→

こんなとき

２０歳になったとき

会社を退職したとき

結婚や退職等で配偶者の扶養にな
ったとき

配偶者の扶養からはずれたとき

年金手帳をなくしたとき

納付書を紛失したとき

収入が少ないとき

３０歳未満で収入が少ないとき

学生で収入が少ないとき
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